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【見積内容の判断について】
①設計者等の職種及び数量（主任技師及び
技師Aがそれぞれ0.5人を標準とする）
②旅費は実費によるものとする。県の旅費
規程に順ずるものとし、常識的な交通手段で
あることを確認する。
③ただし、地理的、時間的制約がある場合
は、協議実施が可能となる交通手段とするも
のとする。
④原則、日帰り。
⑤②及び③を確認するために見積りを徴収
するものとする。

【支払い事務手続きについて】
①支払う予算は、各事業の委託料とする。
②見積書により支出負担行為起案(電子決
裁)
　・見積書添付
　・額及び内容を伺う。
③請求書により仕訳書起案
　(財務端末により作成。請書添付し、紙ベー
スで決裁をとる）
④支払いは県民局へ依頼
⑤監督員等は執行状況を把握しておく。
⑥監督員等は他の設計書等の控えと同様
に、負担行為、仕訳書等の写しを保管してお
く。
⑦請求書受理後１５日以内に支払うものとす
る。
⑧負担行為後に額に変更が生じた場合は負
担行為を再度起案する必要がある。

三者協議対象工
事とするか。
（実施工事は現説
記載。）

見積内容が妥当
か
１）設計者人数
２）交通手段・行程

工事実施（三者協
議実施しない）
施工中必要時に協
議開催について判

断する。

見積書提出依頼
（口頭）

見積書受理
（余白起案により課内決裁）

請書作成依頼
（口頭）

支出負担行為起案：工事担当
　　（財務端末）
　　（電子決裁）

・三者協議実施（必要に応じてその都度開催）　→問題がなければ工事着手
・業務（協議）完了後完了報告を受領する。

請求書受理

仕訳書作成（財務端末）　：工事担当
（紙ベースで課内決裁、請書添付）

建設総務課合議

設計者と再協議

電子決裁審査
（県民局）

○施工者が協議に参加する費用は計上しな
い。

【請書の受領について】
①５０万円未満であっても請書を受領するも
のとする。見積書により支出負担行為。
②複数回開催が必要かどうかを検討し、でき
るだけ、当初から、必要分を計上しておくこと
が望ましい。
③請書の作成依頼は支出負担行為と並行し
て行う。協議実施までに受領する。

見積書作成

請書作成

請求書提出

支払事務手続（県民局）

○見積り徴収、請書受領、支出負担行為、
請求書受理、仕訳書作成は各工事担当が行
う。

請書受領

負担行為額
変更があるか

○工事着手後の三者協議も同様の手続きフ
ローとする。


